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令和６年度工事に係る入札・契約結果等の概要について（財政局） 

 

１ 令和６年度の入札・契約結果 

 工事の契約は、地方自治法の規定に基づき原則として競争入札により締結し、随意契約は地方自治法施

行令の規定に該当する場合に行っています。 

(1) 契約件数及び金額 

契約件数 金額（百万円） 契約件数 金額（百万円） 契約件数 金額（百万円）

競争入札 2,070 278,624 2,153 235,256 2,188 214,960

随意契約 225 38,235 238 24,770 235 22,945

計 2,295 316,859 2,391 260,026 2,423 237,905

令和６年度 令和５年度 令和４年度

  
（注）「契約件数」とは、契約を締結した件数を指します。国の補助等の関係から一つの工事を複数の契約に分けたものを、１件の入札とし 

て執行することがあるため、「契約件数」は「入札件数」より数が多くなります。 
 

(2) 入札における方式別状況  

工事の入札については、平成18年度から原則として全ての案件を対象に、広く入札参加者を募集して

行う一般競争入札により行っています。また、専門性が高い工事などに限定して指名競争入札を行って

います。 

令和６年度の入札件数は、一般競争入札（政府調達協定対象工事）６件、一般競争入札（条件付）2,055

件、指名競争入札８件、合計2,069件でした。 
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一般競争入札 6 111,610 10 85,291 6 76,339

（政府調達協定対象工事） (0.3%) (40.1%) (0.5%) (36.2%) (0.3%) (35.5%)

一般競争入札 2,055 166,735 2,137 149,854 2,178 138,562

（条件付） (99.3%) (59.8%) (99.3%) (63.7%) (99.6%) (64.4%)

8 279 5 111 3 59

(0.4%) (0.1%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)

2,069 278,624 2,152 235,256 2,187 214,960

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
計 92.6% 92.8% 91.9%

97.7% 96.2% 88.5%

指名競争入札 95.2% 95.9% 95.0%

92.6% 92.8% 91.9%

令和６年度 令和５年度 令和４年度

 （注）「入札件数」には不調件数を含みません。また、平均落札率は、入札ごとに算出した落札率の平均です。  下段( )内は構成比 

※１ 一般競争入札（政府調達協定対象工事） 

ＷＴＯ（世界貿易機関）の「政府調達に関する協定」が適用される工事（令和６年度は27.2億円以上が対象）で、当

該工事に係る入札参加資格要件を満たしていると事前に確認された者により競争入札を行う方式（入札参加事業者の所

在地の指定は不可） 
※２ 一般競争入札（条件付） 

政府調達協定対象以外の工事で、「所在地区分」や「工事成績」等の入札参加の資格要件を設定し、入札を行った後、

原則当該入札において最低額を提示した者に対して入札参加資格の確認を行う方式 
※３ 指名競争入札 

競争入札有資格者名簿に登録されている者の中から、発注する工事ごとに、指名基準を満たしている者を指名し、 
その者により競争入札を行う方式。対象は専門性の高い工事などに限定 

 

２ 総合評価落札方式 

価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式です。具体的には、入札参加者が
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提出した技術提案、施工計画及び施工能力等に関する資料に基づき算出した技術評価点を、入札価格で割

った数値（評価値）の最も高い値の者を落札者とします。 

本市においては、技術提案を求める「標準型」、技術提案の代わりに簡易な施工計画を求める「簡易型」、

簡易な施工計画を求めず過去の工事成績等により評価を行う「特別簡易型」の３種類を実施し、「高度技

術提案型」を試行しています。 
令和６年度の実施件数は174件で、このうち複数の入札参加者があった入札153件において、最低入札額

でない者が落札者となった（いわゆる逆転）件数は54件でした。 

 

（注）件数には不調件数を含みません。 

※１ 標準型 

技術的な工夫の余地が大きく、施工上の工夫等一般的な技術提案を求めることが適切な工事に適用。環境の維持、

交通の確保、特別な安全対策等の評価項目と入札価格とを総合的に評価 

※２ 簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、特定のテーマに沿って作成された簡易な施工計画の他、同種

工事の施工実績や工事成績等の評価項目と入札価格とを総合的に評価 

※３ 特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、同種工事の施工実績や、工事成績など、定量化され

た評価項目と入札価格とを総合的に評価 

※４ 高度技術提案型 

標準的な設計等に対して入札参加者から工事目的物の性能、機能及び施工技術等に係る提案などを入札価格と総合

的に評価 

※５ その他 

上記に該当しない方式 

 

３ 低入札価格調査制度の運用結果 

政府調達協定対象工事及び総合評価落札方式による一般競争入札は、地方自治法施行令等の規定に基づ

き低入札価格調査制度を、それ以外の一般競争入札及び指名競争入札は最低制限価格制度を採用していま

す。 

令和６年度の低入札価格調査制度対象工事における低入札件数（調査基準価格未満の金額で入札した事

業者と契約した件数）は、174件中１件で、対象件数に占める割合は 0.6%でした。 

令和６年度 令和５年度 令和４年度

対象件数 174件 139件 106件

低入札件数 1件 3件 4件

割合 0.6% 2.2% 3.8%   
※ 低入札価格調査制度 

 予定価格の10分の9.5から10分の7.5の範囲であらかじめ設定した調査基準価格を下回る金額で入札を行った者につい

て調査を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合には、当該入札者を落札者としない制度 

 本市においては、調査基準価格を下回る金額で入札が行われた場合、入札者が提出した内訳書の金額が、本市の設計に

おける内訳金額と比べ、一定の基準を下回るときは落札者としないという、金額面の判断基準としての失格基準を設定 

  ※ 最低制限価格制度 

予定価格の10分の9.5から10分の7.5の範囲であらかじめ設定した最低制限価格を下回る金額で入札を行った者を失格と

して、落札者としない制度 
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４ インセンティブ発注実績 

  事業者の施工技術や意欲の向上を目的として、優良な事業者や本市に貢献があった事業者を入札におい

て優遇するインセンティブ発注を行っています。 
  令和６年度は、発注者別評価点（主観点）は63件、優良工事表彰事業者は84件、災害協力事業者は157

件、建設機械所有等事業者は91件、横浜型地域貢献企業は74件で、合計469件のインセンティブ発注を行

いました。 

 

  （注）件数には不調件数を含みます。 
 
※ インセンティブ発注は、次の５種類の項目のいずれかを入札参加資格の一つとして設定 

・発注者別評価点（主観点） 
本市独自の評価基準である発注者別評価点（いわゆる主観点）が一定点数以上の者であること、又は、工事成績 

 評定点が一定点数以上の者であること。 
・優良工事表彰事業者 

本市が発注した工事を優秀な成績で施工したことにより表彰を受けた事業者であること、又は、工事成績評定点が一

定点数以上の者であること。 

・災害協力事業者 

災害協力事業者名簿に登載されている者であること。 

・建設機械所有等事業者 

災害が発生した場合に、復旧工事で使用する建設機械を所有又は長期の賃貸借契約（１年以上の賃貸借契約）してい

ること。 

・横浜型地域貢献企業 
地域を意識した経営を行うとともに、企業活動を通じて、地域ボランティア等の社会的活動に取り組んでいる事業者

等を認定する横浜型地域貢献企業に認定されていること。 

 

注記 

 ・ 端数処理は、項目ごとに四捨五入。したがって、合計と一致しない場合があります。 

 


